
規

則 

 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
二
号 

 
 

 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
八

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

c37950904cd0def1a48b6eea36995ddd



様式第４号（第１条関係） 

 

指定医療機関変更届出書 

 

年  月  日   

  （宛先） 

        埼玉県知事 

開設者・事業者の代表者        

〒                  

住所又は所在地            

氏名又は名称            

 

難病の患者に対する医療等に関する法律第１９条の規定により、指定に係る事項を次

のとおり変更したので届け出ます。 
 

区 分 

（該当するものに○） 

１病院 ２診療所 ３保険薬局 

 

４指定訪問看護事業者等   指定訪問看護事業者 

 （右の該当するものに○） 指定居宅サービス事業者 

              指定介護予防サービス事業者 

コ ー ド １ １         

管 理 番 号         

指定医療機関の名称  

変 更 事 項 

（変更する事項に〇を付

け、別紙に変更内容を記

入すること。） 

１ 開設者・事業者情報の変更 

２ 医療機関情報の変更 

３ 役員情報の変更 

変 更 年 月 日 

１ 年     月     日 

２ 年     月     日 

３ 年     月     日 

注１ 「開設者・事業者の代表者」について、指定訪問看護事業者等にあっては、主たる事

務所の所在地及び名称並びに当該事業者等の代表者の住所及び氏名を記入すること。 

 注２ 「コード」欄について、病院又は診療所の場合は医療機関コード、保険薬局の場合は

薬局コード、指定訪問看護事業者等の場合は訪問看護ステーションコード又は介護保険

事業所番号を記入すること。 

 注３ 「管理番号」欄について、指定医療機関指定書右上に記載されている７桁の番号を記

入すること。 



別紙 

変更事項について、「変更前」、「変更後」の情報を記入すること。 

変更事項 変更前 変更後 

１ 開設者 
 ・事業者 
 情報 

事 業 者 名 
（個人の場合は氏名） 

  

代 表 者 職 名 
（個人の場合は不要） 

  

代 表 者 氏 名 
（個人の場合は不要） 

  

住所又は所在地 

〒 〒 

  

２ 医療機
関情報 

（ フ リ ガ ナ ） 
  

名 称 
  

所 在 地 

〒 〒 

埼玉県 埼玉県 

電 話 番 号   

標ぼうしている診療科名 
（病院・診療所のみ記入）  

 
 

３ 役員情
報 

※ ５名以
上の場合
は別葉に
記載した
書類を添
付 

職 名 ①   

氏 名 ①   

職 名 ②   

氏 名 ②   

職 名 ③   

氏 名 ③   

職 名 ④   

氏 名 ④   



 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に
定 

 

め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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